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様式第14号〔第26条〕

証明番号
種 苗 証 明 書

種苗の種類 樹種 数量

第20条第１項
林業種苗法 の規定によりこの証

第20条第２項

○ 明書を添付した上記の種苗は，指定採取源（指定 7㎝

番号 所在場所 ）から採取された

であることを証明する。

年 月 日

農林水産大臣 印

（都道府県知事 印）

２㎝ 11㎝

注意事項

１ 種苗の種類の次の余白には，「種子」，「穂木」，「幼苗」又は「幼苗以外の苗木」のいずれか該当

するものを記載すること。

２ 数量の単位は，きゅう果及び種子にあっては㎏と，穂木，幼苗及び幼苗以外の苗木にあては本と

すること。

３ 「採取された」の次の余白には，「種子」，「穂木」，「種子から育成された幼苗」，「穂木から育成

された幼苗」，「種子から育成された苗木」又は「穂木から育成された苗木」のいずれか該当するも

のを記載すること。


